
�２ 既往年分の課税状況

区 分

平 成 １２ 年 分 平 成 １１ 年 以 前 分 計

人 員
総 所 得
金 額 等

申 告 納
税 額 等

人 員
総 所 得
金 額 等

申 告 納
税 額 等

人 員
総 所 得
金 額 等

申 告 納
税 額 等

人 千円 千円 人 千円 千円 人 千円 千円

申告又は処理による
増 減 差 額

内２７，９９０
５６，４０４１６２，９０２，５５９ ８，４９４，９５５ 内 ６，９３９

１９，４６９９３，２９９，４６４ ６，６６０，５４６ 内３４，９２９７５，８７３２５６，２０２，０２３１５，１５５，５０１

加算税の

増減差額

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

過少申告
加 算 税

内１１，６１０
１１，６３４ － ３６３，９８７ 内 ７，６９３

７，７６６ － ４１６，４４５ 内１９，３０３１９，４００ － ７８０，４３２

無 申 告
加 算 税

内１０，４６５
１０，５０８ － ３０４，３８３ 内 ３，５８１

３，６０８ － １９８，６０３ 内１４，０４６１４，１１６ － ５０２，９８５

重加算税 内 ４８５
４８９ － １８３，９７０ 内 １，４５１

１，４６０ － ５３０，８６８ 内 １，９３６
１，９４９ － ７１４，８３８

計 内２２，５６０
２２，６３１ － ８５２，３４０ 内１２，７２５１２，８３４ － １，１４５，９１６ 内３５，２８５３５，４６５ － １，９９８，２５５

合 計 － － ９，３４７，２９５ － － ７，８０６，４６１ － － １７，１５３，７５６

調査対象等：平成１２年分以前の申告納税額がある者について、平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの間に申告又は処理（更正・決定
等）による課税事績を示した。

（注） 申告又は処理による増減差額及び加算税の増減差額のそれぞれの「人員」欄は、それぞれ延人員を掲げ、本税又は加算税の全額につ
いて異動を生じたものを内書した。

２－１ 課 税 状 況

�１ 本年分の課税状況

区 分 人 員 総所得金額等 申告納税額等

所 得 者 別 内 訳

営 業 等 所 得 者 農 業 所 得 者 そ の 他 所 得 者

人 員 総所得金額等 申告納税額 人 員 総所得金額等 申告納税額 人 員 総所得金額等 申告納税額

人 千円 千円 人 千円 千円 人 千円 千円 人 千円 千円

確 定 申 告

修 正 申 告

決 定 ・ 増 額 更 正

減 額 更 正

更 正 請 求

異 議 申 立 決 定 等

９８７，７４７

７０５

１

△ １

△ １

－

５，０８１，９５３，３５９

４，０９０，７６７

１，３３１

△ １２，３１７

△ ２７，０６２

－

２９４，０５１，３２０

１８４，８９６

２

△ ３１，４７０

△ ４，１８３

－

２７１，１１１

６７

－

△ １

－

－

９８０，０１０，１７９

２９８，１７３

－

△ ２，０１６

－

－

６２，０５１，５９７

２１，１８２

－

△ ２５

－

－

２１，９６４

１２

－

－

－

－

７５，２６６，３１６

６０，９８２

－

－

△ ２，７００

－

３，０４０，６０８

５，０４６

－

－

△ ４４５

－

６９４，６７２

６２６

１

－

△ １

－

４，０２６，６７６，８６４

３，７３１，６１１

１，３３１

△ １０，３０１

△ ２４，３６２

－

２２８，９５９，１１５

１５８，６６９

２

△ ３１，４４５

△ ３，７３８

－

計 ※実 ９８８，４５１ ※５，０８６，００６，０７８ ※２９４，２００，５６５ ※実２７１，１７７ ※９８０，３０６，３３６ ※６２，０７２，７５３ ※実２１，９７６ ※７５，３２４，５９８ ※ ３，０４５，２０９ ※実６９５，２９８ ※４，０３０，３７５，１４４ ※２２９，０８２，６０３

法第１０３条による税額 ４，２９１ － １，３９２，０５５

合 計 ９９２，７４２ － ２９５，５９２，６２０

過 少 申 告 加 算 税

無 申 告 加 算 税

重 加 算 税

内１ １

内１６ １６

－

－

－

－

３４

１，２６８

－

納 税 額 総 計 － － ※２９５，５９３，９２２

調査対象等：平成１３年分の申告所得税について、平成１４年３月３１日現在で申告所得税がある者の申告又は処理（更正・決定等）による課税事
績を示した。

用語の説明：１ 更正請求とは、納税義務者の申告した課税標準又はこれに対する税額の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過
大であるとき等一定の理由に限り、一定期間内に更正（改め直すこと）の請求をすることをいう。

２ 法第１０３条による税額とは、確定申告書の提出がないために、予定納税額が年税額となった所得税額をいう。
３ 加算税とは、法定申告期限までに適正な申告がない場合において、その申告を怠った程度に応じて課する税であって一種の
行政罰の性格を有するものをいう。
�１ 過少申告加算税 … 期限内の申告が過少であった場合に課されるもの
�２ 無申告加算税 …… 申告が期限後になった場合に課されるもの
�３ 重加算税 ………… 所得の計算において事実を隠ぺい又は仮装していた場合に、過少申告加算税又は無申告加算税に代

えて課されるもの
（注） １ 「人員」欄の「実」は実人員を示す。

２ 加算税の「人員」欄は、延人員を掲げ、加算税の全額について異動を生じたものを内書した。

２ 申告所得税 ２ 申告所得税

３６ ３７




